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労働者派遣法改正法案が衆議院厚生労働委員会で可決される 

 

 

2012年 3月 7日、衆議院厚生労働委員会が開催され、継続審議となっていた労働者

派遣法改正法案の審議が再開された。委員会では、昨年の第 179臨時国会において採

決された後廃案となった民自公三党による修正案と同内容の修正案が提出され、質疑

なしで賛成多数により可決された。  

 

 同改正案は、2012年 3月 8日の衆議院本会議で採決される見込みである。衆議院で

採決された後、直ちに参議院に送付され、来週以降、参議院厚生労働委員会で審議さ

れる予定である。連合は、早期成立に向け、精力的に取り組む。 


